
＃1 Ｒ４年９月現在
Ｒ３.８月作成着手/10月修正/Ｒ４.３月修正/9月修正

高光公民館
避難所運営マニュアル ①

このマニュアルは、公民館を主とした避難所開設及び運営の目的で作成し
ています。小学校は既に学校独自のマニュアルを作成しています。また、
通常は普通教室の使用は想定していない前提です。

※ローリングストックでいざという時に備えましょう❣

 古いもの
から消費！

水と食料だけでも1週間分を‼

液体ミルク

乾電池



■避難所マニュアルとは 令和４年９月現在

　はじめに・情報開示 Ⅰ なぜマニュアルが必要なのか
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■避難所としての高光公民館/小学校の現状
公民館収容可能人数

・１階　和室　 ４９．２８㎡×０．８÷２≒　２０名

・２階　大ホール １０１．２０㎡×０．８÷２＝４１名 合計７１名

・２階　図書室 ２５．４２㎡×０．８÷２＝　１０名

小学校収容可能人数（使用スペースは普通教室を除外しています/校長の許可済）

・体育館（ステージ除く） ３１５㎡×０．８÷２＝１２６名

・１階理科室（福祉/要配慮者）　７１㎡×０．８÷２＝　２８名 合計１８２名

・３階音楽室（体調不良者） 　７１㎡×０．８÷２＝　２８名

※ 収容可能人数計算法　床面積×０．８÷２㎡

・ 0.8は通路を除く居住スペース・２㎡は1人当たりのスペース

・ 公民館/小学校の合計床面積＝６３２．９㎡

※スフィア基準（後述/国際基準）では1人当り3.5㎡ ・合計収容人数は145名

地区別人口

・令和４年９月１日現在　６４７世帯/1,３５１人

お願い

・　既にお気づきでしょうが、人口に対して圧倒的に収容人数が足りません。

　可能な限り在宅避難や親戚、知人を頼る、あるいは車中避難などあらかじめ複数の手段

　をご検討ください。避難所は、災害で住む家を失った被災者等が一時的に生活を送る場

　所であり、原則１週間の短期滞在の想定となっています。

　(内閣府・避難所運営ガイドライン/災害救助法・概要より)

合計収容人数２５３名(人口比約18％・青森市29％/富山市20.8％/大阪市22.2％)

高光地区　人口集計表

男 女 小計 世帯数 男 女 小計 世帯数 男 女 小計 世帯数 男 女 小計 世帯数

下高串/17
(125)

201 199 400 200 203 198 401 200 197 190 387 192 200 189 389 193

家　藤/7
(30)

54 47 101 47 53 44 97 45 50 44 94 44 51 43 94 45

徳の森/5
(55)

82 86 168 72 79 83 162 71 83 85 168 73 83 85 168 75

奥高串/1
(27)

34 35 69 29 35 35 70 30 34 34 68 30 32 32 64 30

本　村/4
(45)

80 98 178 100 79 92 171 97 80 91 171 95 74 89 163 88

江の組/3
(34)

50 54 104 45 50 53 103 45 49 53 102 43 49 53 102 43

日の組/5
(50)

62 82 144 67 62 82 144 67 61 84 145 68 60 82 142 67

中　組/4
(36)

40 42 82 40 42 42 84 41 40 41 81 40 40 41 81 40

新屋敷/2
(26)

33 42 75 31 33 42 75 31 31 40 71 28 30 40 70 28

上光満/2
(25)

39 42 81 34 37 42 79 35 39 40 79 39 39 39 78 38

合　計 675 727 1,402 665 673 713 1,386 662 664 702 1,366 652 658 693 1,351 647 

Ｒ3年度当初比 99.7% 98.1% 98.9% 99.5% 98.4% 96.6% 97.4% 98.0% 97.8% 97.2% 97.5% 97.7%

Ｒ3.4/1　現在の人口と

世帯数(男/女/世帯数)

Ｒ3.9/1　現在の人口と

世帯数(男/女/世帯数)

　Ｒ４.4/1　現在の人口と

世帯数(男/女/世帯数)

　Ｒ４9/1　現在の人口と

世帯数(男/女/世帯数)地区名/班数
(館報配布数)
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■備蓄物資の状況⇒別添「備蓄品一覧」の写真でご確認ください
毎年、市危機管理課の委託を受けた業者により棚卸しを行っています。

保管場所 分類区分 品名 購入年月日 （賞味期限） 数量 写真番号

高光小 炊き出しセット 炊き出しステーション 2014/11/30 ‐ 1 14

〃 〃 調理用品ッセット（20点） 2019/3/28 ‐ 1 59

〃 〃 カセットコンロ 2019/3/29 ‐ 2 10

〃 〃 　　〃　　　ボンベ 〃 ‐ 33 11

〃 〃 鍋 〃 ‐ 4 13

〃 トイレ用品 マンホールトイレ/自立式(一般用) 2018/3/30 ‐ 2 21

〃 〃 　　〃　　自立式(ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ用) 〃 ‐ 1 22

〃 〃 組立式簡易トイレ 〃 ‐ 2 23

〃 〃 汚物処理袋セット 〃 ‐ 4 25

〃 〃 簡易組立便座 2019/8/28 ‐ 1 26

〃 日用品 ブルーシート 2019/3/29 ‐ 2 37

〃 〃 ポリバケツ45Ｌ 〃 ‐ 2 29

〃 〃 懐中電灯 〃 ‐ 1 31

〃 電気類 ランタン 〃 ‐ 20 32

〃 〃 投光器/三脚 2019/3/28 ‐ 4 49

〃 〃 ｶｾｯﾄｶﾞｽ式発電機(出力900ＶＡ) 〃 ‐ 2 50

〃 寝具 毛布(ｱﾙﾐﾊﾟｯｸ/不織布) 2018/3/30 ‐ 29 15

〃 〃 アルミ寝袋 〃 ‐ 30 16

〃 〃 マット(緊急畳) 2019/3/29 ‐ 20 28

〃 〃 段ボールベッド 〃 ‐ 10 56

〃 〃 エアーベッド 2021/1/29 ‐ 104 67

〃 〃 エアーポンプ(空気入れ) 〃 ‐ 2 68

〃 救助道具 四つ折伸縮担架(スチール) 2019/3/28 ‐ 2 62

〃 〃 救助工具セット 〃 ‐ 3 41

〃 その他用品 ＦＫ工具セット－Ⅱ 〃 ‐ 2 60

〃 〃 コードリール 〃 ‐ 2 58

〃 〃 折りたたみ式リアカー 〃 ‐ 2 43

〃 〃 脚立 〃 ‐ 2 61

〃 〃 災害対策用ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾙｰﾑ(簡易ﾃﾝﾄ) 2019/8/28 ‐ 1 65

〃 〃 災害避難所用間仕切り 2020/11/16 ‐ 5 70

〃 〃 拡声器 2019/3/29 ‐ 2 35

〃 〃 間仕切りパネル(6畳) 〃 ‐ 10 52
下高串
集会所 食料品

レスキューライス
(五目飯・100/わかめご飯・100) 2018/3/27 2025年8月 200 3

〃 飲料水 ペットボトル(490ｍｌ) 〃 ‐ 600 7

　情報開示 Ⅱ 小学校設置 防災倉庫 備蓄品リスト

1箱24本入×25箱うち
16箱は箱が浸水によ
り損傷あり（2018/7/8
館長連絡受け）
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オストメイト・ストーマとは

・オストメイトとは、病気や事故等により消化管や尿管が損なわれたため、腹部などに排

　泄のための開口部を造設した方のことです。

・ストーマとは、腹部に便又は尿を排泄するために造設された排泄口のこと指します。

　消化管ストーマは人工肛門、尿路ストーマは人工膀胱とも呼ばれ、ストーマを持つ方の

　ことをオストメイトと表します。

■公民館設置の備蓄品　感染症対策資材/薬箱はR4.3.15納入

保管場所 分類区分 品名 購入年月日 （賞味期限） 数量 写真番号

高光小 オストメイトセット オストメイト用洗浄セット 2023/3/23 ‐ 1 Ａ/73

〃 〃 ストーマ用装具セット 〃 ‐ 1 Ｂ/74

オストメイトマーク オストメイト対応トイレ Ａ オストメイト用洗浄セット Ｂ ストーマ用装具セット

保管場所 分類区分 品名 導入年月 （賞味期限） 数量 写真番号

公民館 寝具 毛布 不明 ‐ 27 ―

〃 〃 エアーベッド 〃 ‐ 4 ―

〃 期限切れ水 生活用水として(非飲用)・２Ｌ 〃 ‐ 24 ―

〃 〃 　　〃　　(500ｍｌ) 〃 ‐ 144 ―

〃 その他用品 扇風機（工業用大型・２Ｆ大ホール） 〃 ‐ 1 51

〃 〃 車イス（屋外型・玄関脇） 2021年9月 ‐ 1 63

〃 〃 車イス（屋内用・階段横） 2022年1月 ‐ 1 71

〃 〃 車イス・スロープ板（階段下倉庫） 2021年9月 ‐ 1 72

〃 感染症対策資材 消毒液・１リットル 2023/3/15 ‐ 1 75

〃 〃 非接触赤外線放射式体温計 〃 ‐ 1 76

〃 〃 消毒用オートディスペンサー 〃 ‐ 1 77

〃 〃 有症状者隔離用テント 〃 ‐ 1 78

〃 〃 キャンピングベッド 〃 ‐ 1 79

〃 〃 感染症対策用ガウンセット 〃 ‐ 1 80

〃 〃 段ボールベッド 〃 ‐ 1 81

〃 〃 段ボールパーティション 〃 ‐ 1 82

〃 〃 サーモゲート 〃 ‐ 1 83

〃 〃 単３乾電池×4・単４乾電池×2 〃 ‐ 1 ―

〃 薬箱 富士薬品・19品目セット 〃 ‐ 1 84

小学校設置 防災倉庫の追加備蓄品/Ｒ４年３月２３日納入
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■避難所の課題
・ 　日本ではＳ２２年制定の「災害救助法」とＳ３６年制定「災害対策基本法」により被災

した自治体が、自ら災害対応に務めることになっています。つまり、被災した行政職員や

消防/警察等の職員も、自身や家族を後回しにして行動する義務を負わされています。

この部分が最大の課題となって様々な問題が発生したのは、ジャーナリストや東日本大震

災の復興を担当した国会議員、防災に詳しい弁護士、大学教授など多くの方々が異口同音

に指摘されています。（欧米では国の専門機関が大規模かつ迅速な対応をしています。）

　表紙に掲載している「ローリングストック」や２ページ下段の「あらかじめ複数の手段」

をと訴えているのは、自助努力が最大の備えとならざるを得ないからです。

■対策と参考資料
・ 　一番分かりやすい参考動画をご紹介しますので、ぜひご

覧ください。約23分の動画ですが、すぐにでも参考にした

い内容となっています。（個人の見解です）

https://www.youtube.com/watch?v=dejgjCUepzc

・ 検索キーワード（敬称略）

ローリングストック/大前治 体育館/100年変わらぬ日本の避難所/雑魚寝 避難所/など

・ スフィア基準/スフィアプロジェクトとは

　人道憲章と人道支援における最低基準(日本語版ハンドブック３９５Ｐ)災害や紛争の

避難所について国際赤十字やＮＧＯ団体等が1997年に策定している基準です。○印はよく

言われている数字の部分ですが、あくまでも「人道憲章」に重きがおかれています。

〇世帯ごとに十分に覆いのある生活空間を確保する

〇1人当たり３．５平方メートルの広さで覆いのある空間を確保する

(関東一都四県平均２．５４㎡）

〇最適な快適温度、換気と保護を提供する

〇トイレは２０人に１つ以上。男女別で使えること　などです

●日本の避難所は国際的に見てみると、かなり遅れています。

100年前の関東大震災の時と同じ雑魚寝状態の避難所が多く、

それが原因となって災害関連死につながっています。

　情報開示　Ⅲ　課題と対策
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■避難所設置の判断（公民館/学校などの指定避難所）
①災害対策本部設置前(大雨警報発令等)

＊無人開設中でも、避難者があれば主事が配置に着きます。

②災害対策本部から開設指示(風水害等)

③ 同上

※震度６弱以上の大規模地震発生(自動開設）

■自治会管理の集会所等（指定外避難所）
　災害の種類や被害規模によっては、被災者が最寄の集会所に避難されるケースも想定さ

れます。各自治会長さんは、受持ち地区の集会所等に避難者が居る場合は、速やかに公民

館や学校などの指定避難所もしくは市役所危機管理へ直接避難者の人数や不足物資の情報

をお寄せください。情報不足により、必要な支援が受けられない場合があります。

１.施設の開錠・開門
　 スムーズな避難所の開設のために、下表の内容を事前に確認しておくことが求められて

います。年に１度（関係者が交代する４月など）確認してください。

なお、下表は令和７年４月現在の状況を示しています。

●鍵の保持者と連絡先

※公民館事務室内に小学校体育館入口と小学校配備の防災備蓄倉庫の鍵(予備)があります。

●参集者の体調チェック

　避難所運営委員は参集前に各自で体温測定及び体調チェックを行う。以下に該当する場

合は、人員を交代し代わりの人に対応をお願いしてください。

・発熱がある(37.5以上)、又は微熱が続く ・ 咳やくしゃみ、のどの痛み、呼吸がつらいなど

・頭や体の痛み、だるさ、嘔吐や下痢などの症状がある

・直近、２週間以内に体調不良などで病院を受診した

・ 直近、２週間以内に感染症の流行地域を訪れたことがある

貼紙対応/公民館・無人開設

１次開設/公民館・主事(公民館職員)配置

状況の変化等により２次開設/小学校・中学校開設へ

１次開設/２次開設・職員配置

宇和島市災害対策本部 直通 ☎０８９５-４９-７０８３

高光公民館 ☎ ０８９５-２２-０３４５ 高光小学校 ☎ ０８９５-２２-１８６１ 

鍵の種類 所　　属 氏　　名 連　絡　先

玄関・事務室 施設管理者/公民館館長 藥師寺　博司

〃 施設管理者/公民館主事 山口　佳子

〃 公民館職員・管理人 河野　春吉

〃 公民館職員・主事補 弓削　由美子

〃 副会長/運審会長 浅野　保夫

　Ⅰ.避難所開設・運営の基本方針



■災害発生から避難所立ち上げまでの流れ・生活再建までのイメージ

避難所に入所の方はもとより車中泊や在宅避難の方も避難者登録のため名簿の記入が必要です

避難者登録が無いと生活支援が受けられない恐れがあります

※大規模地震後の避難所開設は、施設の被害

　状況や安全性の確認を最優先としてください

■避難所から生活再建までのイメージ

感染症予防対策

災害発生

避難場所（地区指定避難場所）へ避難

自宅が全壊、焼失した住民等は、避難所 自宅が無事な人は帰宅

避難所の敷地（駐車場/運動場）に待機

１　避難所の点検・開設

２　避難所運営委員会の発足

３　避難所運営班の編成

４　避難所レイアウトと入室

５　避難者名簿の作成

６　運営業務の役割分担

７　避難所運営委員会の開催

８　避難所利用者による運営

高齢者・乳幼児・女性などに配慮した必需品の提供

衛生面に配慮した着替えの衣類や洗濯の場所の確保

必要最低限の食料/飲料水

メニューの多様化・栄養バランスへの配慮

衛生面・寒暖対策（毛布の配布等）必要不可欠な環境の提供

簡易ベッド・世帯単位でのプライバシーの確保等

医療の確保

身体機能低下対策・エコノミークラス症候群対策・持病等相談窓口の設定

Ⅱ避難所開設の流れ

≪災害発生から１週間程度≫

☑トイレの確保

☑避難所運営委員会/行政職員を中心に運営

☑避難スペースに通路を確保

☑避難所内の衛生管理

☑要配慮者への配慮

≪災害発生から１週間経過後≫

※避難所利用者が落ち着いてきたら

☑避難所運営委員会/避難者中心に運営へ

☑避難所機能の充実・様々な配慮

　　　生活再建　　　３週間～　　１週間～３週間　　　開設～１週間

　
仮
設
住
宅
住
宅
・
生
活
再
建

  

衣   

・  

食  

・  

住  

・
被
災
者
ケ
ア
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■避難所開設指示の確認
　災害発生が予想される場合、または発生時に市災害対策本部（警戒本部）が決定する避

難所開設レベル（１次～４次）に従います。

レベル３高齢者等避難 発令

レベル４避難指示 発令

有人開設

有人開設

※①貼紙対応とは、1次開設前に施設を開錠し無人開設状態でも避難者が戸惑うことなく動

けるように案内表示を行い、内線電話を窓口に置き対策本部に連絡ができる状態を指しま

す。貼紙対応中は事務室の他、避難所に必要な部屋以外は施錠します。

※②有人開設中であっても夜間/早朝、避難者が無い場合には、本部からの指示により原則

無人開設となります。但し電話、カメラ等で避難者が来られた場合に即応できるよう担当

職員は自宅待機します。

■避難所開設（通常は公民館職員及び教育委員会職員が運営）
① 開設セット(平時から準備)により避難所を開設します。（青色コンテナ等）

開設時に使用する案内表示、避難者名簿等書類一式及びコロナ対策備品（白色コ

ンテナ）状況に応じて飲料水、毛布等の備蓄物資等も用意します。

※以下の作業を行います。

・玄関ドア内側に「避難所開設対応中」の表示を貼付け・行事予定板を逆に置き避難者

へ注意喚起を促す・公民館使用日誌記載台に避難者名簿のバインダーを置き記入依頼の

表示を貼り付ける・貼紙対応時のみ事務室内の内線電話機を窓口に移設する。

② 感染防止対策を実施する（三密の回避等注意喚起の表示とコロナ対策備品の配置など）

③ ２次開設に備えて高光小学校体育館が貼紙対応になった場合には、学校から開場セット

（校舎入口の鍵/体育館入口の鍵/連絡用ファブレット一式/貼紙一式/学校用コロナ対策

備品）を預かります。

■避難所運営
① 避難者の受け入れ…避難者名簿/健康チェックシート記入をお願いします。

② 従事職員の勤務時間について（同一職員の連続の宿直は禁止/交代要員は市教委又は職員Ｇ）

・ 日勤   8:30～17:15  8時間45分

・ 準夜勤 17：15～22:00  4時間45分

・ 深夜勤（宿直）22：00～ 8:30 10時間30分（0時～7時までは宿直）

※①貼紙対応 １次開設 ２次開設 ３次開設 ４次開設

災害警戒本部設置 災害対策本部設置

レベル５緊急安全確保 発令

公民館 無人開設 ※②有人開設

学校 ― ― 無人開設

その他 ― ― ―

　Ⅱ.開設の流れ　1.2.施設の開錠・開門・開設準備

避難情報
（開設目安）
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■開設後の報告（災害対策本部への報告要領）

①報告の時期及び内容

・開設時 ：仮設後速やかに開設報告

開設時報告内容 「避難所名」「担当者所属・氏名」※以降交代した場合も同様

例 高光公民館避難所開設しました　主事清水

・定時報告 ：５時、８時、11時、14時、17時、20時、22時

定時報告内容 「避難所名」「担当者所属・氏名」「避難者の世帯数・避難者数」

その他特に報告が必要な事項

・閉鎖時 ：閉鎖報告

例 高光公民館避難所閉鎖しました　主事清水

※管区内の集会所等の指定外避難所等に避難者があった場合にも情報を収集し、「随時

報告」として世帯数・避難者数を報告してください。

②報告の方法

・公民館専用ファブレットの避難所グループＬＩＮＥを使用します。

・何らかの事情により専用ファブレットが無い場合は主事の個人スマホ(生涯学習課ＬＩ

ＮＥグループ)もしくは内線電話にて報告します。

■避難所 閉鎖（通常開設後の閉鎖手順）

・本部からの閉鎖の指示を受けて、使用箇所の清掃・消毒を行ってください。

・備品等をコンテナに収納、保管場所に保管、貼紙等を撤去します。

・避難者名簿等必要な書類を対策本部（避難所・物資チーム）に提出します。

・２次開設（学校）の対応が終了したら、開場セットを学校に返却します。

※避難者名簿と一部拡大です。

　Ⅱ.開設の流れ　1.2.施設の開錠・開門・開設準備

定時報告例
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■部屋別利用計画 ※断水状態でも停電が無ければバケツ等で水を流せばトイレは使えます。

　避難所運営を行うために必要なスペース利用目的を一覧で示します。施設の被災状況

を確認し、適宜開設してください。（小学校の利用は承諾済）

小規模 大規模

災害 災害

1 〇 〇 運営本部（受付） 事務室(受付は体育館入口にも設置)

3 〇 〇 福祉避難（要配慮者）スペース 高光小/１階理科室

4 〇 備蓄倉庫 調理室内/ロビー・階段下倉庫

5 〇 救護室 高光小/１階放送室

6 〇 〇 授乳室 ２階図書室

7 〇 〇 体調不良者（感染症等）スペース 高光小/１階保健室他

8 〇 〇 子どもスペース 高光小/グラウンド/３階多目的教室

9 〇 情報機器(ＴＶなど)設置室 和室・事務室

10 〇 情報掲示場所 玄関横/事務所横/階段踊場/体育館内外

11 〇 ゴミ置き場 正面駐車場川沿い

12 〇 仮設トイレ設置場所 北側駐車場

13 〇 マンホールトイレ設置場所 正面駐車場内浄化槽マンホール

14 〇 救援物資集積所 調理室/体育館ステージ/控室/半地下

15 〇 救援物資配布場所 調理室外部出入り口/正面玄関

16 〇 仮設電話設置場所 和室入口横/小学校玄関内

17 〇 入浴（水浴び、シャワー/夏場使用） 高光小/プール付属室

18 〇 〇 男子更衣室 事務所内更衣室

19 〇 〇 女子更衣室(高光小/プール付属室) ２階図書室

20 〇 洗濯場所 調理室外水道（洗濯機複数設置可）

21 〇 男子物干し場 ２階外階段踊り場

22 〇 女子物干し場 ２階図書室/高光小３階音楽室

23 〇 相談室 高光小３階パソコン室

24 〇 調理・炊き出し場所 調理室・体育館正面入り口前

25 〇 飲料水 調理室

26 〇 生活用水(洗面/手洗は期限切飲料水) 高光小プール(トイレ用)

27 〇 車中避難者などの駐車スペース 高光小グラウンド

28 〇 テントエリア 高光小グラウンド

29 〇 緊急車両用駐車場所 公民館正面駐車場

30 〇 ペットスペース 高光小グラウンド/鉄棒付近

　Ⅱ-3.レイアウトづくり・施設利用計画と配置図

Ｎｏ 利用目的 利用予定場所
黒文字/公民館・赤文字/高光小

2 〇 〇 居住スペース
１階和室・２階大ホール
高光小/体育館
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■高光公民館・１階平面図

利
用

１
階

和室・事務室

事務所入口横・階段踊場・体育館

調理室/体育館ステージ

１　運営本部/受付

２　居住スペース

　　（高齢者用）

　　４９．２８㎡

４　一部備蓄倉庫

４　一部備蓄倉庫

９　情報機器(ＴＶ)

９　情報機器(ＴＶ)

10　情報掲示板

14　救援物資集積所

15　救援物資配布所

15　救援物資配布所

18　男子更衣室

20　洗濯機

25　飲料水置場
16　仮設☎設置

※２階への 外階段は防犯上の観点から物干し場の利用を除いて原則出入り禁止

玄関用車いすスロープ入口

24　調理・炊き出し
　　 兼食事スペース

冷蔵庫/2台

断水時 ポリタンク置場（断水時でも停電がなければバケツ等で水を流せばトイレは使えます)

10　外部用情報掲示板

断
水
時
手
洗
い
用
ポ
リ
タ
ン
ク

防
災
倉
庫

収
納
品
Ｐ
４

災害対応自販

機/鍵事務室内

非接触検温

消毒機

避難者名簿

記載台
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■高光公民館・２階平面図

利
用

１
階

和室・事務室

事務所入口横・階段踊場・体育館

調理室/体育館ステージ

21　男子物干し場
※２階への 外階段は防犯上の観点から
物干し場の利用を除いて原則出入り禁止

４　一部備蓄倉庫兼

　　避難者用荷物置

世帯単位
居住スペース

世帯単位
居住スペース

世帯単位
居住スペース

世帯単位
居住スペース

２　２階大ホール １０１．２㎡
　　居住スペース・レイアウトの一例

通路

通路

通
路

６・１９・２２　　授乳室兼

　２５．４２㎡　女子更衣室兼

　　　　　　　　　女子物干し場

使用不可

（太鼓置場）
使用不可

　（太鼓置場）

断水時使用 ポリタンク置

10　情報掲示板
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利
用

１
階

和室・事務室

事務所入口横・階段踊場・体育館

調理室/体育館ステージ
２
　
居
住
ス
ペ
ー
ス

８
　
子
ど
も
ス
ペ
ー
ス

高
光
小
学
校
・
屋
内
運
動
場

（体
育
館
）

高
光
小
学
校
・
プ
ー
ル
付
属
室

17
・

19
　
水
浴
び

/シ
ャ
ワ
ー

(夏
場
使
用

)

23
　
相
談
室

10
　
情
報
掲
示
板

/内
側

３
　
福
祉
避
難
者

/要
配
慮
者

■
高
光
小
学
校
・
平
面
図

22
　
女
子
物
干
し
場
兼
更
衣
室

（公
民
館
２
階
図
書
室
も
あ
り
）

７
　
体
調
不
良
者

(感
染
者
等

)

10
　
情
報
掲
示
板

/外
側

７
　
体
調
不
良
者

(軽
症
者
等

)

14
　
救
援
物
資
集
積
所

　
　
　
両
サ
イ
ド
の
控
室
含
む

体
育
館

ト
イ
レ

５
　
救
護
室 体
育
館

 半
地

下
ス
ペ
ー
ス

14
　
救
援
物
資
集
積
所

体
育
館
・避
難
所

受
付
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利
用

１
階

和室・事務室

事務所入口横・階段踊場・体育館

調理室/体育館ステージ

■
高
光
小
学
校
・
高
光
公
民
館

高 光 保 育 園

高 光 小 学 校

高
光
保
育
園

職
員
駐
車
場

高 光 小 体 育 館

高光
小プ
ール

プー
ル付
属室

８
　
子
ど
も
ス
ペ
ー
ス

(遊
び
場

)

11
　
ゴ
ミ
置
き
場

12
　
仮
設
ト
イ
レ

13
　
マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ

17
・

19
　
水
浴
び

/シ
ャ
ワ
ー
（
夏
場
使
用
）

26
　
生
活
用
水
（
ト
イ
レ
用
）

27
　
車
中
避
難
者
な

ど
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス

28
　
テ
ン
ト
エ
リ
ア

（非
常
時
の
夏
場
の

暑
さ
や
冬
場
の
寒

さ
は
臨
機
応
変
に

対
処
し
て
く
だ
さ
い
）

ス
タ
ッ
フ
等

駐
車
場

30
　
ペ
ッ
ト
ス
ペ
ー
ス

鉄
棒
と
フ
ェ
ン
ス
を
使
っ

て
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
等
で

簡
易
の
屋
根
の
設
置

ク ル マ ・ 通 路

ク
ル
マ
・通
路

通
路

通
路

通
路

24
　
調
理
・
炊
き
出
し
（通
常
は
公

民
館
調
理
室
使
用

/必
要
に
応
じ
て

大
き
な
釜
で
の
煮
炊
き
な
ど
を
行
う

場
合
に
使
用
す
る
）

29
　
緊
急
車
両
駐
車
場

防
災
倉
庫

収
納
品
Ｐ
３

来
訪
者
用

駐
車
場

通
路

※
こ
の
配
置
図
は
大
規
模
災
害
発
生
時
の
プ
ラ
ン

の
1つ
で
あ
り
こ
の
案
に
固
執
す
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
状
況
に
応
じ
、
そ
の
時
・
そ
の
場
に
い
る

方
々
で
話
し
合
っ
て
対
応
を
お
願
い
し
ま
す
。

常
設
フ
ェ
ン
ス

（教
職
員
駐
車
場
）

臨
時
フ
ェ
ン
ス

※
遺
体
仮
安
置
所
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■避難所運営委員名簿
　避難所を運営するにあたり、事前に避難所運営委員会を設置し、避難所内のルールを

協議し、決定していきます。協議する内容は

①避難所内のルールの決定、変更と避難者への周知

②避難者の要望、意見のとりまとめと対処方法の検討

③市災害対策本部や関係機関との連絡・調整などです。

また、高齢者、女性、乳児を抱えた方、障がいをお持ちの方などの意見を取り入れるため、

委員には女性を含めることが絶対条件となります。（過去の事例からの反省点）

運営管理責任者（代表者）

避難所運営班（各班長１名に◎印、副班長１名に○印を記入）

・各自治会から３名の方にご協力をお願いします。

・自治会内の役員名簿を元に割り振りしています。

・開設時には名簿に拘らず、各自治会で動ける方に参集をお願いします。

自治会代表者＝自治会長

会長（代表） ＜連合自治会長＞　二宮　伸夫

副会長 ＜公民館運営審議会長＞　浅野　保夫 ＜　　　　　　　＞　　　　女性

施設管理者 ＜公民館館長＞　藥師寺　博司 ＜主事・清水辰洋/本庁避難所担当職員＞

自治会名 氏　名 自治会名 氏　名 自治会名 氏　名

下高串 家藤 徳の森

奥高串 本村 江の組

日の組 中組 新屋敷

上光満 下高串 家藤

徳の森 奥高串 本村

江の組 日の組 中組

新屋敷 上光満 下高串

家藤 徳の森 奥高串

本村 江の組 日の組

中組 新屋敷 上光満

自治会名 氏　名 ☎番号 自治会名 氏　名 ☎番号

下高串 家藤

徳の森 奥高串

本村 江の組

日の組 中組

新屋敷 上光満

 Ⅲ-1.運営委員会の構成

情報班
(名簿管理等)

救出救護班

避難誘導班
(衛生管理等)

食事供給班

初期消火班
(物資管理等)



■避難所運営委員会の開催
※ 避難所の立ち上げを担った人が、避難所利用者とは限りません。自主運営のメドが立ち

しだい、利用者中心の体制に切り替える事が望まれます。

開催頻度

・ １日２回、朝 夕が望ましい。

・ 避難所運営が落ち着き、連絡事項が減少すれば、朝の会議は省略しても構わない。

・ 会議では情報を共有し、問題点の有無などを確認し、対応策を検討・決定する。

参加者

・ 避難所運営班の班長もしくは、副班長。

・ 自治会長もしくは、その代理者。（運営班長と兼任の場合はこの限りではない）

・ 会議には市職員も参加する。

・ ボランティアグループ等の支援者が、恒常的に一定の役割を担っている場合は、オブザ

ーバーとして参加してもらう。

議題例
① 避難所内のルールの決定、変更と避難者への周知

② 避難者の要望、意見の取りまとめと対処方法の他に下記の事柄が想定されます。

・ 避難所利用者数（増減など）の報告。

・ 各運営班の活動報告。（トラブルや課題などの報告）

・市災害対策本部からの伝達事項。

・ 消防団、自衛隊、ボランティア等からの報告、伝達事項など。

留意点
・ 避難所運営では、大小さまざまな課題、問題が生じます。

避難者が抱える課題や本音を共有できる、風通しの良い運営に心掛けてください。

・ 会議の内容は意思決定過程を含め、なるべく避難所利用者全員と共有するため、決定事

項などは掲示板などで周知する。

 Ⅲ-2.運営委員会の開催
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■避難所運営委員会の組織図

 Ⅳ　避難所開設～運営の情報伝達の仕組み

避 難 者

避難所開設

避難所全般の取りまとめ

災害発生時の支援
避難所開設後は他班支援

食事供給と
関連物資管理

災害発生時の支援
避難所開設後は衛生管理

災害発生時の支援
避難所開設後は物資管理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
　
和
　
島
　
市
　
災
　
害
　
対
　
策
　
本
　
部

運営委員会代表者    
（運営管理担当者）

　　避難所運営委員会
　　　（運営班）

　  情報班

（名簿管理等）

救出救護班

 避難誘導班

（衛生管理等）

食事供給班

  初期消火班

（物資管理等）

※食料・物資は，市災害対策本
部から協定締結企業や愛媛県等
へ調達要請を行う。

市職員巡回,消防団巡回

各消防署，警察署など

市災害ボランティアセンター  ボランティア担当

地区被害状況

避難所状況

ボランティアの受入状況
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■代表者・副代表の役割
✔ 施設管理者及び市災害対策本部との調整・統括

・ 各班からの要請事項について、代表者は担当班を指揮し施設管理者及び市災害対策本

部に連絡し、対応について調整する。

・ 市災害対策本部からの連絡事項について、各班へ伝達し、必要に応じた避難者への情

報提供を調整・統括する。

✔ 避難所運営委員会の統括、組織内の連絡調整・指揮及び関係機関等との連絡・調整

・ 円滑な避難所運営が進むよう配慮し、運営委員会のメンバーへ的確な指示が出せるよ

う情報収集・状況把握を怠らない。

✔ 要配慮者への配慮及び活動班の設置

・ 常に要配慮者が避難していることを想定しながら運営する。

・ 公平に作業を行えるように、ローテーションを組む。

・ 日中、夜間、休日など色々な時間帯に対応できるように考慮する。

・ 小中高生、元気な高齢者にも役割分担し、活動できる場を作る。

・ 活動班は、避難所の規模や作業量によって統合・分割するなど柔軟に対応する。

・ 想定される活動班の例（毎年更新の自治会役員名簿を元にしています）

名　称 主 な 活 動 ※マニュアル２ 様式・資料集の該当ページを使用

 Ⅳ　代表者・各班の役割

情報班
（名簿管理等）

毎日の避難者数の把握(必要な食事数準備/車中泊避難者含む/体
育館設置の受付とも連動する事)・安否確認の問合せ対応・避難
者名簿/健康チェックシート取付・避難者一覧表の記入・避難所
状況報告書(初動期/続報記入)・健康状況調査シート記入・情報
掲示板の設置/内容の更新・取材対応・地域との連携・避難所運
営日誌（記録書）の記入・男女別の相談窓口の設置及び対応(性
暴力/ＤＶ/子ども/妊婦/高齢者/外国人)など

救出救護班
（避難所開設後は他班支援）

災害発生直後の被災者の救出及び救護・落ち着いたら他の班の業
務の支援を行う

避難誘導班
（避難所開設後は衛生管理）

災害発生直後の住民の避難誘導・事後はトイレなどの衛生管理・
傷病者の支援・要配慮者支援・ペット管理等を行う

食事供給班

避難所開設後の食事供給（炊き出し）と関連する物資の管理・原
則的に室内の施錠できる場所・食料管理簿で在庫数を管理し公平
に配分・消費期限切れは破棄・不足時は高齢者/子ども/障がい者
を優先

初期消火班
（避難所開設後は物資管理）

災害発生直後の初期消火・事後は避難所内外の物資受入(仕分け
は男女両方で)・分類は3種類(全員平等/衣類・毛布：必要な人/
おむつ・生理用品：全員共同/ティッシュ・トイレ紙)・在庫把握
で物資管理簿を用意する

※必要に応じ
「ボランティア班」

も編成する

団体・個人のボランティアの受付（所定の受付票使用）業務・ボ
ランティア保険加入の確認・見返りを求めてきたり、勧誘やセー
ルスを行うボランティアの排除など

・各班には「班長」「副班長」を置き男女各１名を選出する・各班の構成は避難所利用者を
中心とする・班員はできるだけ男女同数とする
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■避難所施設の使い方(Ｐ10～14参照)・使用/不使用の明確な区分

・ 1人当たりの面積は最低でも２㎡以上の確保/可能な限り世帯単位で考慮する。

・高齢者はできるだけ通路側に。 ・要配慮者は、小学校1階理科室へ。

■通路及び居住スペースの確保・円滑な移動のために通路の確保を

・車イスと人が離合できる幅の確保。

・トイレ/各部屋の出入口など共用部分のへの配慮。

・固い床面には段ボールを敷き詰める等の工夫を。

■案内板の設置・「入室禁止」等の明確な表示

・避難所開設キットに入れて直ぐにわかる場所に平時から設置しておく。

・案内板/マニュアル/その他必要と思われる物も同様に。

■避難者名簿(世帯単位)の作成・住民の安否確認/必要物資の数量把握のため

・所定の名簿を使用/同時に個人用の健康チェックシート記入もお願いする。

・車中泊避難者/在宅避難者の方にも声掛けする。

■ペット飼育場所(Ｐ16参照)・犬/猫等のペットの入室禁止

・飼い主には大切な存在でも、共同生活を強いられる避難所では動物が苦手な人などへの

配慮が必要。小学校グランドの鉄棒付近に設置を想定してるので理解して頂く。

■情報掲示板の設置・非常時こそ正確な情報を避難者に周知する

・避難所での生活ルール・避難者の状況。・物資の配布案内。

・ライフライン(電気/ガス/水道等のエネルギー関連/携帯等

通信設備/バス・ＪＲ等の公共交通機関など)の状況。

※項目ごとに発表日時の記載順に表示し、わかりやすく

大き目の文字で記入する。

※避難所の内外に複数ヶ所掲示板を設置し、施設への無用の立入りを防ぐ。

※事情により掲示板を読めない方へも配慮する。

■プライバシーの確保(Ｐ10～14参照)・開設直後の混乱を未然に防ぐ

・更衣室/授乳室/洗濯物干場等、男女別の区分や高齢者/障がい者などの要配慮者へのスペ

ースはあらかじめ確保しておく。

■女性や子どもの視点・ストレス低減やプライバシー確保にも

・多くの避難者が集団生活を強いられる環境では、女性、子ども、高齢者など特別なニー

ズを持った存在への配慮が重要。皆が安心して過ごせる環境づくりを！

 Ⅴ.避難所運営 1.運営活動のルール（概要）
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Ⅴ- 2. 3.管理/対応(生活ルールの一例)
　不特定多数の人が混乱状態の中で避難し、生活する避難所では、様々なルールが必要です。

取り決めたルールは避難者で共有するためにも掲示板を使って周知します。

・ 起床時間：　　時　　分

・ 消灯時間：　　時　　分

・ 食事時間  朝食：　時　分  昼食：　時　分  夕食：　時　分

・ 避難所運営委員会/会議　午前：　　時　　分　午後：　　時　　分

・ 居住空間は土足厳禁/脱いだ靴は各自で保管

・ 来訪者の面会は屋外とする

・ 屋内は禁煙

・ 立入り禁止場所には入らない

・ 食事の配給/居住単位

・ 原則世帯単位

・ 共有部分の掃除は当番制にて行う

・ 長時間の洗濯を避けるために別にルールを定める

・ 世帯単位のスペースは無断で立ち入らない/覗かない

・ 避難者の居住空間は部外者の立入りを禁止とする（本部と当事者の

許可があればこの限りではない）

・ 居室内でのテレビ/ラジオは原則禁止とし、使用する場合はイヤホ

ンを使って周囲へ配慮する

・ 室内で火気（ガスコンロ/ストーブなど）をしようする場合は本部

の許可を得て使用ヶ所/時間などルールを決める

✔ ルールの詳細については「マニュアル②様式・資料集」及び「マニュアル③補足(感染拡大

防止編)」も参照してください。

生活時間 電気

空間利用 水道

食事 バス

清掃/洗濯/ゴミ処理 ＪＲ

プライバシー

火災防止

お風呂

給水車

病院

食事

掲示板（公民館/小学校体育館内外設置）の例

最新情報について 宇和島市からのお知らせ 避難所生活ルール インフラの復旧状況

伝言板 運営委員会組織図

避難者が自由に使用/安否情報など

生活時間

生活空間の利用方法

清掃・洗濯・ゴミ処理

プライバシーの保護

火災防止
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　次のような考え方で福祉避難所、福祉スペース（福祉避難室(仮称)）が設置されます。救護

・要配慮者班を中心に連携を図ります。

福祉避難所とは

●一般の避難所において、避難所生活が困難な高齢者や障がいのある人など、

特別な配慮を必要とする方が避難する施設です。

●福祉避難所は、必要に応じて開設される二次的避難所です。

対象

●高齢者、障がいのある人、妊産婦、乳幼児、病弱者など、避難所生活におい

て特別な配慮を要する方で、介護保険施設や医療機関などに入所・入院するに

至らない程度の在宅の要配慮者が対象です。

●要配慮者の状態に応じて、要配慮者の介助者１名についても、福祉避難所へ

の避難が可能です。

福祉避難所への避難の流れ

対象となる方の状態と収容施設のイメージ

軽度 中度 重度 対象

緊急入院 ○ ○ 医療的な処置や治療が必要な方

 Ⅴ.避難所運営 4.福祉避難所・福祉スペース

福祉避難室
（仮称）

○
比較的介護度が軽度で専門的なケアは必要で
はないが、配慮を必要とする方

福祉避難所 ○
要介護・障がいの程度が高く、専門的なケア
などの特別な配慮を必要とする方

緊急入所 ○ ○
身体状況の悪化等により、福祉避難所での避
難生活が困難な方

 ②

一般の避難所において、

医師、看護師や保健師

等が介助者の有無や障

がいの種類・程度に応

じて、福祉避難所への

受け入れを調整し、対

象者を決定

 ①

身の安全の確保

を最優先に、ま

ず一般の避難所

に避難

 ③

スタッフの配置など受

入態勢が整ったところ

で対象者を福祉避難所

へ（搬送は原則家族や

地域支援者等で行う）

福祉スペースの考え方

福祉避難所において、対象者すべてを収容することは困難であるとともに、避難

所生活の長期化等により、特別な配慮を要する方が増加することが想定されるた

め、一般の避難所の中の福祉スペースとして「福祉避難室」を設置します。
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■安定期から撤収期
・ 施設管理者は、避難所撤収の準備とともに、避難所閉鎖後の施設の本来業務の実施体制

の準備を進めます。

※学校の避難所においては、授業の再開を再優先に考え、縮小・統合を進めます。そして、

統合する場合には地区・町丁目ごとに統合し、避難者への影響が出来るだけ少なくなるよう

に配慮します。

・ 安定期（3週間目以降）では運営体制の見直しを図り、相談体制の確立、こころのケアな

どを図るとともに、避難者の自立へ向けた取り組みにあわせて、避難所の撤収への合意

形成を進めます。

■避難所統廃合に伴う移動
・ 全体的な避難者の減少などに伴い、市災害対策本部から他の避難所への集約の指示があ

った場合、担当職員、施設管理者、運営委員会は、避難者に対して避難所の移動に関す

る理解を得るよう十分に説明を行います。

・ 移動することが決定した後、移動の日時・荷物などの搬送のための車両、人員の確保な

どについて市災害対策本部と協議・調整を図ります。施設の再開に向けて、避難施設の

縮小・統合が進められる際は、避難者に対し部屋の移動などについて広報しておきます。

・ 避難所を移動することが決定した場合は、移動の日時、荷物の搬送について避難者に対

し周知しておきます。

■避難所の撤収・閉鎖
・ 担当職員は、使用されなかった物資などの回収が必要となった場合は、その種類、数量

を市災害対策本部に連絡して移動・処分を要請します。

・ 担当職員は、避難所管理に用いた記録や台帳などを市災害対策本部に引き継ぎます。

※ 回収物資類は、最小限に整理・集約します。

・ 避難所委員会は、避難所閉鎖の日に、解散します。

 Ⅵ.安定期以降の取り組み
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　建物点検チェックリスト

高光公民館

1990

高光公民館

宇和島市高串２―１３４―１

２

４０４６７１．９５

ＲＣ造
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1

３階多目的ホール　５階倉庫

高光小学校

高光公民館・避難所ﾏﾆｭｱﾙ

別添・備蓄品写真一覧

保管場所高小と同じ

下高串集会所

玄関横にある防災倉庫には、平成
２７年度に県の仲介で消防庁から
貸与されている６品目（訓練用ＡＥ
Ｄ×2・折畳担架×2・折畳リヤカー
×2・無線機1組・ハンドマイク×2・
ガス発電機×1）の機材が収納され
ています



市配布の備蓄品一覧     印は高光 該当なし

1.調理不要米
（カレーライス・豚丼）

2.乾燥パスタ
（カルボナーラ）

3.アルファ化米
（レスキューライス）

4.フリーズドライ
ごはん

5.保存パン
（生命のパンあんしん）

6.飲料水
（500ｍｌ×24本）

7.飲料水
（490ｍｌ×24本）

8.哺乳瓶
（200ｃｃ）

9.アルミ鍋
（36㎝）

2021/1　賞味期限切れ

-1-



10.カセットコンロ
11.カセットコンロ

ボンベ
12.カセットボンベ

（発電機用）

13.鍋 14.炊き出し
ステーション

15.毛布

16. アルミ寝袋 17.簡易トイレ
18.ラップポンセット

（トレッカー含）

搬入年月：

2017年以前
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19.ラップポン専用
フィルムロール

20.トイレ用
パーソナルテント

21.マンホールトイレ
（一般用）

22.マンホールトイレ

（バリアフリー用）
23.組立式
簡易トイレ

24.汚物処理袋セット

25.汚物処理袋セット
（追加購入分）

26.簡易組立便座 27.日用品セット
（歯ブラシ・歯磨き粉・石鹸・タオル）

搬入年月：

2018年3月

（一般・兼用型）

（車椅子対応型）

200枚

100枚
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28.マット（緊急畳） 29.ポリバケツ 30.ゴミ袋

31.懐中電灯 32.ランタン 33.ランタン

34.ハンド型
メガホン

35.拡声器
36.土のう造り用

スコップ
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37.ブルーシート
38.救助工具

セットＣ
39.水のう袋

（50枚入り×40箱）

40.救命胴衣 41.救助工具セット 42.救護用テント

43.折たたみ式
リアカー

44.担架 45.給水袋
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46.ヘルメット 47.雨具
48.ワンタッチ式

ドームテント

49.投光器用
三脚含む

50.発電機
（カセットガス式）

51.扇風機
（工業用大型）

52.間仕切りパネル
（６畳）

53.間仕切りパネル
（４．５畳）

54.フォールディング
テーブル
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55. マット
56.簡易ベッド

（ダンボール製）
57.間仕切りパネル

58.コードリール
59.調理用品セット

（20点セット）
60.ＦＫ工具
セット-Ⅱ

61.脚立
62.四つ折伸縮
担架スチール

63.車椅子
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64. 車椅子用
スロープ

65.災害対策用
プライベートルーム

66.マグネシウム
空気電池

67.エアーベッド 68.エアーポンプ 69.液体ミルク

70.災害避難所用間
仕切り

71.屋内用車イス 72.車ｲｽ ｽﾛ-ﾌﾟ板
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73. Ａ オストメイト
洗浄セット

74.Ｂ ストーマ用 75.消毒液

76.温度計
77.消毒用オート
ディスペンサー

78.隔離用テント

79.キャンピング
ベッド

80.ガウンセット 81.段ボールベッド
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82. 段ボール
パーティション

83.サーモゲート 84.薬箱

消防庁貸与品③ 消防庁貸与品⑥ 消防庁貸与品⑦

89.消防庁貸与品⑧ 消防庁貸与品⑨ 消防庁貸与品⑫
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